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─────────────────────────────────────────── 

   平成28年 第３回 大 刀 洗 町 議 会 定 例 会 会 議 録（第２日） 

                             平成28年３月８日（火曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

                         平成28年３月８日 午前９時00分開議 

 日程第１ 議案第５号 大刀洗町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第２ 議案第13号 平成２７年度大刀洗町一般会計補正予算（第５号）について 

 日程第３ 議案第14号 平成２７年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

 日程第４ 議案第15号 平成２７年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

 日程第５ 議案第16号 平成２７年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

 日程第６ 議案第17号 平成２７年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第３号）につい

て 

────────────────────────────── 
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本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議案第５号 大刀洗町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第２ 議案第13号 平成２７年度大刀洗町一般会計補正予算（第５号）について 

 日程第３ 議案第14号 平成２７年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

 日程第４ 議案第15号 平成２７年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

 日程第５ 議案第16号 平成２７年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

 日程第６ 議案第17号 平成２７年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第３号）につい

て 

────────────────────────────── 
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開議 午前９時00分 

○議長（山内  剛）  おはようございます。現在の出席議員は１２人です。ただいまから平成

２８年第３回大刀洗町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 議事に入ります。本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。議事日程により議事を進めま

すので、御協力のほどお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第５号 大刀洗町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

○議長（山内  剛）  日程第１、議案第５号大刀洗町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。 

 これから、１日目に続き質疑を行います。質疑ございませんか。１１番、花等議員。 

○議員（１１番 花等 順子）  この条例は、いわゆる勤勉手当を４.１から４.２にするもので、

１２月の施行になっておりますので、このコンマ１の支払いはどのような支払いをなさるんでし

ょうか。 

○議長（山内  剛）  大浦総務課長。 

○総務課長（大浦 克司）  おはようございます。花等議員の質問にお答えさせていただきます。 

 今度の人事院勧告によりまして勧告に沿った支給ということで、勤勉手当を１００分の１０引

き上げております。これにつきましては、３月の給与支払い日にあわせて支給したいというふう

に考えておりますので、これが２７年度の分ということで、今回議決に上げさせていただきまし

たのは１２月１日から適用するという形ですので、３月にお支払いしたいというふうに考えてお

ります。御承認よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  １１番、花等議員。 

○議員（１１番 花等 順子）  給料に上乗せをして支払うっていうことでしょうか。 

○議長（山内  剛）  大浦総務課長。 

○総務課長（大浦 克司）  お答えいたします。 

 ３月分の給料は別にあるわけですが、それプラス１００分の１０というふうに考えていただき

たいと思います。支給日は同日でございます。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  １１番、花等議員。 

○議員（１１番 花等 順子）  給料明細の中に別項目で入れるっていうことですね、別な様式の、
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勤勉手当の様式じゃなくって、給料の中に含めて掲載をして支払いということでしょうか。 

○議長（山内  剛）  大浦総務課長。 

○総務課長（大浦 克司）  議員のおっしゃるとおり、給料の明細の中に差額分として明示される

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（山内  剛）  ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○議長（山内  剛）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論は原案に対する反対討論、次に賛成討論と交互に行います。 

〔なし〕 

○議長（山内  剛）  討論なしと認めます。 

 これから議案第５号大刀洗町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを

採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

〔議員１１名中起立１１名〕 

○議長（山内  剛）  起立全員です。したがって、本案は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第１３号 平成２７年度大刀洗町一般会計補正予算（第５号）について 

○議長（山内  剛）  日程第２、議案第１３号平成２７年度大刀洗町一般会計補正予算（第

５号）についてを議題といたします。 

 これから、１日目に続き質疑を行います。質疑ありませんか。１１番、花等議員。 

○議員（１１番 花等 順子）  １９、２０ページの自治振興費の中で、この前も随分質疑があっ

ておりましたが、参考に資料をいただいております。せっかくいただいておりますので少し御説

明願えますでしょうか。 

○議長（山内  剛）  矢野地域振興課長。 

○地域振興課長（矢野 孝一）  ちょっとよろしいですか、議長。 

○議長（山内  剛）  はい。 

○地域振興課長（矢野 孝一）  花等議員さん、これを説明せろとおっしゃってるわけでしょうか、

資料をやっている分につきまして。 

○議員（１１番 花等 順子）  はい。 

○地域振興課長（矢野 孝一）  なかなか説明しにくいようですから。基本的には、目的といたし

ましては、大刀洗町加速化交付金で上げているものにつきましては、よかもんマーケティング加

速化事業ということで、大きな柱がちょっと３つございまして、これちょっと別でございます。
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これに大体書いておりますけども、観光あるいはインバウンドを促進するというのが１つ、それ

と国内外の販売促進を行うための調査でありますとか、そういったマーケティングが１つ、それ

ともう一つが町のブランドの確立ということで、商品のブランド化を図るということで、例えば

パッケージでありますとか、ロゴマークでありますとか、そういったものの調査を行うというよ

うなことで、全体的に上げている事業でございますので、そういったものがここに書いてありま

す。 

 ですから、これにつきましては、まだ最終的にはそういった業者と協議をいたしまして、詳細

に詰めていくというふうになっております。まだこの事業が今のところ認められているわけでも

ございませんから、そういった状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山内  剛）  ほかございませんか。 

〔なし〕 

○議長（山内  剛）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論は原案に対する反対討論、次に賛成討論と交互に行います。

１０番、平山議員。 

○議員（１０番 平山 賢治）  おはようございます。１０番、平山です。私は、本案に反対の立

場から討論を行います。 

 ほとんどの項目には賛成でございますが、賛成しかねる項目が大きく２点でございます。１点

目が８款１項４目の災害対策費でございます。財政調整基金におきましても災害時の活用が認め

られているところでおります。今期の積み立ては不要不急というべきではないでしょうか。また、

災害対策基金の必要額、見通しについても明確な予定のないことは遺憾であります。 

 次に、２点目、３款１項１０目の自治振興費でございます。福岡都市圏向けプロモーション委

託料ほか２件、総額１,３００万、また、海外への交通費等も計上されております。新規の事業

であるにもかかわらず、提案理由での内容の説明が全くないこともまた遺憾でございます。また、

事業ありきの国の制度をたださねばならないのがまず第１点でありますが、昨年分のこういった

関連事業も含めまして、事業効果を精査せねばならず、事業効果不明なままの議決は認められな

いと考えるものであります。 

 以上の点から賛成しかねますので反対の討論といたします。議員各位の御賛同をよろしくお願

いいたします。 

○議長（山内  剛）  ほかに討論ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（山内  剛）  これで討論を終わります。 
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 これから議案第１３号平成２７年度大刀洗町一般会計補正予算（第５号）についてを採決いた

します。本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

〔議員１１名中起立９名〕 

○議長（山内  剛）  起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第１４号 平成２７年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について 

○議長（山内  剛）  日程第３、議案第１４号平成２７年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）についてを議題といたします。 

 これから、１日目に続き質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（山内  剛）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論は原案に対する反対討論、次に賛成討論と交互に行います。 

〔なし〕 

○議長（山内  剛）  討論なしと認めます。 

 これから議案第１４号平成２７年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい

てを採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

〔議員１１名中起立１１名〕 

○議長（山内  剛）  起立全員です。したがって、本案は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第１５号 平成２７年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第

３号）について 

○議長（山内  剛）  日程第４、議案第１５号平成２７年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会

計補正予算（第３号）についてを議題といたします。 

 これから、１日目に続き質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔なし〕 

○議長（山内  剛）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論は原案に対する反対討論、次に賛成討論と交互に行います。 

〔なし〕 

○議長（山内  剛）  討論なしと認めます。 

 これから議案第１５号平成２７年度大刀洗町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第３号）

についてを採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 
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〔議員１１名中起立１１名〕 

○議長（山内  剛）  起立全員です。したがって、本案は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第１６号 平成２７年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計補正予算（第１号）

について 

○議長（山内  剛）  日程第５、議案第１６号平成２７年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計補正

予算（第１号）についてを議題といたします。 

 これから、１日目に続き質疑を行います。 

〔なし〕 

○議長（山内  剛）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論は原案に対する反対討論、次に賛成討論と交互に行います。 

〔なし〕 

○議長（山内  剛）  討論なしと認めます。 

 これから議案第１６号平成２７年度大刀洗町大刀洗診療所特別会計補正予算（第１号）につい

てを採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

〔議員１１名中起立１１名〕 

○議長（山内  剛）  起立全員です。したがって、本案は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第１７号 平成２７年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

○議長（山内  剛）  日程第６、議案第１７号平成２７年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予

算（第３号）についてを議題といたします。 

 これから、１日目に続き質疑を行います。４番、林議員。 

○議員（４番 林  威範）  すいません。７ページの２款１項１目の２７節、消費税１,３６０万

減額になってますが、結構大きな金額だと思うんですけど、最初の見込みからどういう理由でこ

れだけ減額になってるのか説明いただけますでしょうか。 

○議長（山内  剛）  重松建設課長。 

○建設課長（重松 俊一）  建設課の重松です。それでは、林議員の御質問にお答えいたします。 

 消費税の減額１,３６０万の件ですけども、まず今まで消費税につきましては約１,５００万前

後支払ってきておりましたけども、平成２７年度に、この減額をしたのは、１つの理由としまし

ては、基本的に、これまで大刀洗町の下水道会計においては大きな管路工事がございませんで、

通常の下水道料金だけの収入でございました。よって、下水道料金の収入の約８％前後は消費税
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として納めてきておりましたけども、平成２７年度におきましては、高樋西部開発区域の中に約

４,０００万なり５,０００万の管路工事をしましたので、その管路工事につきまして消費税の収

入に対する経費として工事費が認められますので、その経費を差し引いた残りが消費税となって

おりますので、高樋西部の管路工事をしたことによって経費が増大しことによっての消費税の減

額となっております。 

 以上でございます。 

○議長（山内  剛）  ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○議長（山内  剛）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論は原案に対する反対討論、次に賛成討論と交互に行います。 

〔なし〕 

○議長（山内  剛）  討論なしと認めます。 

 これから議案第１７号平成２７年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第３号）について

を採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

〔議員１１名中起立１１名〕 

○議長（山内  剛）  起立全員です。したがって、本案は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（山内  剛）  以上で本日の議事は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

散会 午前９時18分 

────────────────────────────── 

 


